
森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

（２.５割）

等

災害防止・
国土保全機能

注 ： 一部の団体においては超過課税が実施されている。

国

市 町 村
● 間伐（境界画定、路網の整備等を含む）

● 人材育成・担い手確保
● 木材利用促進、普及啓発 等

公 益 的 機 能 の 発 揮

市 町 村 民 税 3,000円/年

道 府 県 民 税 1,000円/年個
人
住
民
税

均
等
割

地球温暖化
防止機能

水源涵養機能

● 市町村の支援 等

納 税 義 務 者

国
税

令 和 ６ 年 度 か ら 課 税 令 和 元 年 度 か ら 譲 与

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用等に
より使途を公表

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金 特 別 会 計

賦
課
決
定

都 道 府 県

市 町 村

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用等
により使途を公表

都 道 府 県

森 林 環 境 譲 与 税
私有林人工林面積（林野率により補正）､林業就業者数､人口により按分

森 林 環 境 税 1,000円/年
(賦課徴収は市町村が行う)

6,664万人（令和７年度市町村税課税状況等の調）

【制度イメージ】

（５.５割） （２割）

（１割） （９割）

〇 森林環境税及び森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の

達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設。

○ 森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課する国税であり、年額1,000円を、市町村が個人住民

税均等割と併せて賦課徴収し、その全額を譲与税特別会計に払い込み、これを客観的な譲与基準によって、

森林環境譲与税として地方団体に譲与するもの。（令和７年度譲与実績：663億円）
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森林環境譲与税の譲与額と市町村及び都道府県に対する譲与割合及び譲与基準

90:1088:1285:1580:20

約540440340160

約60606040

市：県の割合

（市町村分）

（都道府県分）

森林環境税課税
（年額：1,000円）

400
500500

400

・・・

Ｒ6 Ｒ7Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5

各
年
度
譲
与
額

300

600

200

初年度
約300億円

平年度
約600億円

300

機構準備金活用
により償還

譲与税特別会計
における借入金

機構準備金を活用（2,300億円）

５５％ ： 私有林人工林面積

２０％ ： 林業就業者数

２５％ ： 人口

市町村分

都道府県分 市町村と同じ基準

（※以下のとおり林野率による補正）

補正の方法林野率

１．５倍に割増し８５％以上の市町村

１．３倍に割増し７５％以上８５％未満の市町村

【譲与基準】

＊R６以後の年度分の譲与税について適用。R5以前の年度分は、私有林人工林面積50％、林業就業者数20％、人口30％の譲与割合により譲与。

○ 市町村の体制整備の進捗に伴い、徐々に増加するように譲与額を設定。

○ 令和６年度までの間は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用。

○ 森林整備を実施する市町村の支援等を行う役割に鑑み、都道府県に対して総額の１割を譲与。
（制度創設当初は、市町村の支援等を行う都道府県の役割が大きいと想定されることから、譲与割合を２割とし、段階的に１割に移行。）
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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

＜現行制度の概要＞

○ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律において、森林環境譲与税は10分の９を市町村に、10分の1を都道府県に

対して譲与するものとされており、各市町村及び各都道府県に対する譲与額は、それぞれの団体間において、私有林人工

林の面積（100分の55）、林業就業者数（100分の20）及び人口（100分の25）の基準により按分して算定するものとされている。

○ このうち、各市町村の区域内に存する「私有林人工林の面積」については、農林業センサスの「最近に公表された結果によ

る私有林かつ人工林の面積」によるものとされており、さらに、当該私有林人工林の面積については、同統計の「最近に公表

された結果による林野率※１」に基づき、総務省令で定めるところにより補正※２を行うものとされている。

※１ 林野率･･･農林業センサスにおいて「各市町村における総土地面積に対する林野面積の割合」と定義

※２ 林野率が高い市町村は、一般的に奥まった森林が多く、森林整備に係る経費がかかり増しになると考えられることから、林野率が75%以上85%未満の補正係数

1.3、85%以上の補正係数1.5を私有林人工林の面積に乗じる。

○ 上記の「最近に公表された結果による私有林人工林の面積」及び「林野率」については、森林環境税及び森林環境譲与税

に関する法律施行規則において、農林業センサスにより調査した令和２年２月１日現在の数値を用いることとされており、現

状においては、当該調査結果の数値を用いている。

＜省令改正の概要＞

○ 今般、令和７年２月１日時点の農林業センサスの結果が令和８年３月31日に公表されたことに伴い、森林環境譲与税の算

定に用いる「私有林人工林の面積」及び「林野率」について、施行規則に規定する農林業センサスの調査時点を「令和２年２

月１日現在」から「令和７年２月１日現在」に改めるもの。

主な改正の内容

施行期日及び経過措置

〇 施行期日 ： 公布の日（令和８年７月上旬を予定）

〇 経過措置 ： 改正後の規定は、令和８年９月以後に譲与する森林環境譲与税について適用
3



参照条文

省令法律

(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定)
第一条の二 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」と

いう。)第二十八条第一項に規定する各市町村の区域内に存する私有
林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において

「私有林人工林の面積」という。)は、農林業センサス規則(昭和四十四
年農林省令第三十九号)により調査した令和二年二月一日現在におけ
る私有林かつ人工林の面積とする。ただし、当該私有林人工林の面
積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務
大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林
人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市
町村の私有林人工林の面積から減じたものとして総務大臣が定める
私有林人工林の面積とすることができる。

(令三総省令六九・追加、令五総省令三六・旧第一条繰下)
(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正)

第一条の三 私有林人工林の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村(特別
区を含む。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる
率を乗じて補正するものとする。

（市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準）
第二十八条 森林環境譲与税の十分の九に相当する額（以下この項におい

て「市町村譲与額」という。）は、市町村に対して譲与するものとし、
市町村譲与額の百分の五十五に相当する額を各市町村の区域内に存する
私有林人工林の面積（統計法（平成十九年法律第五十三号）第二条第四
項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果に
よる私有林かつ人工林の面積をいう。次項及び次条において同じ。）で、
市町村譲与額の百分の二十に相当する額を各市町村の林業就業者数（官
報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就
業する者の数をいう。）で、市町村譲与額の百分の二十五に相当する額
を各市町村の人口（官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口
をいう。同条において同じ。）で按分して譲与するものとする。

２ 前項の各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積については、各
市町村の林野率（統計法第二条第四項に規定する基幹統計である農林業
構造統計の最近に公表された結果による林野率をいう。）に基づき、総
務省令で定めるところにより補正するものとする。

（都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準）
第二十九条 森林環境譲与税の十分の一に相当する額(以下この条におい

て「都道府県譲与額」という。)は、都道府県に対して譲与するものと
し、都道府県譲与額の百分の五十五に相当する額を各都道府県の区域内
の各市町村に係る私有林人工林の面積を合算した面積で、都道府県譲与
額の百分の二十に相当する額を各都道府県の林業就業者数(官報で公示
された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する
者の数をいう。)で、都道府県譲与額の百分の二十五に相当する額を各
都道府県の人口で按分して譲与するものとする。

（命令への委任）
第三十五条 この法律に定めるもののほか、市町村及び都道府県に対して

譲与する森林環境譲与税の額の計算に関し必要な細目その他この法律の
施行に関し必要な事項は、命令で定める。

〇森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成三十一年法律第三号）（抄）
〇森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則（平成三十一年総務省令第四十号）（抄）

率市町村の区分

一・三農林業センサス規則により調査した令和二年二月一日現
在における当該市町村の区域に係る林野率(次項において
「林野率」という。)が百分の七十五以上百分の八十五未
満であるもの

一・五林野率が百分の八十五以上であるもの
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（第１条の２、第１条の３関係） 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の一部改正

（１）現行制度の概要

○ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成 31 年法律第３号。以下「法」と

いう。）第 28 条第１項及び第 29 条において、森林環境譲与税は 10 分の９を市町村に、

10分の 1を都道府県に対して譲与するものとされている。

また、各市町村及び都道府県に対する譲与額は、それぞれの団体間において、私有林

人工林の面積（100分の 55）、林業就業者数（100分 20）、人口（100分の 25）の基準に

より按分して算定するものとされている（譲与時期は各年度中９月及び３月）。 

○ このうち、各市町村の区域内に存する「私有林人工林の面積」については、「農林業

構造統計の最近に公表された結果による私有林かつ人工林の面積」によるものとされて

いる（法第 28条第１項）。

○ さらに、当該私有林人工林の面積については、同統計の「最近に公表された結果によ

る林野率※１」に基づき、総務省令で定めるところにより補正※２を行うものとされてい

る（法第 28条第２項）。

○ 上記の「最近に公表された結果による私有林人工林の面積」及び「林野率」について

は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則（平成 31年総務省令第 40号。

以下「則」という。）第１条の２及び第１条の３において、農林業構造統計を作成する

ための調査（以下「農林業センサス」という。）により調査した令和２年２月１日現在

の数値を用いることとされており、現状においては、当該調査結果の数値を用いている。 

※１ 林野率･･･農林業センサスにおいて「各市町村における総土地面積に対する林野面積の割合」と定義

※２ 林野率が高い市町村は、一般的に奥まった森林が多く、森林整備に係る経費がかかり増しになると考えられる

ことから、林野率が 75%以上 85%未満の補正係数 1.3、85%以上の補正係数 1.5 を私有林人工林の面積に乗じる。 

（２）省令改正の概要

○ 今般、令和７年２月１日時点の農林業センサスの結果が令和８年３月 31 日に公表さ

れたことに伴い、森林環境譲与税の算定に用いる「私有林人工林の面積」及び「林野率」

について、則第１条の２及び第１条の３において規定する農林業センサスの調査時点を

「令和２年２月１日現在」から「令和７年２月１日現在」に改めるもの（改正後の則第

１条の２及び第１条の３）。 

（３）施行期日及び経過措置等

○ 施行期日：公布の日

○ 経過措置：改正後の則第１条の２及び第１条の３の規定は、令和８年９月以後に譲与

する森林環境譲与税について適用するもの。 

○ 制定文 ：則第１条の２及び則第１条の３は、法第 28条第２項及び第 35条の規定に

基づく委任命令であるため、制定文は「法第二十八条第二項及び第三十五

条の規定に基づき」とする。 
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工
林
の
面
積
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
が

面
積
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
私
有
林
人
工
林
の
面
積
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
が

あ
っ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
廃
置
分
合
に
係
る
区
域
の
私
有
林
人
工
林

あ
っ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
廃
置
分
合
に
係
る
区
域
の
私
有
林
人
工
林

の
面
積
を
関
係
市
町
村
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
に
加
え
、
又
は
関
係
市
町
村
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
か
ら

の
面
積
を
関
係
市
町
村
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
に
加
え
、
又
は
関
係
市
町
村
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
か
ら

減
じ
た
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
私
有
林
人
工
林
の
面
積
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

減
じ
た
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
私
有
林
人
工
林
の
面
積
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
の
補
正
） 

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
の
補
正
） 

第
一
条
の
三　

私
有
林
人
工
林
の
面
積
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同

第
一
条
の
三　

私
有
林
人
工
林
の
面
積
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

市
町
村
の
区
分

率

市
町
村
の
区
分

率

農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
令
和
七
年
二
月
一
日
現
在

［
略
］ 

農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在

［
同
上
］ 

に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
区
域
に
係
る
林
野
率
（
次
項
に
お
い
て

に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
区
域
に
係
る
林
野
率
（
次
項
に
お
い
て

「
林
野
率
」
と
い
う
。
）
が
百
分
の
七
十
五
以
上
百
分
の
八
十
五
未

「
林
野
率
」
と
い
う
。
）
が
百
分
の
七
十
五
以
上
百
分
の
八
十
五
未

満
で
あ
る
も
の

満
で
あ
る
も
の

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附　

則 

 
（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
二
の
規
定

は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
森
林
環
境
譲
与
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
度
分
ま
で
の
森
林
環
境
譲
与

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



＜参照条文＞ 

○ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成31年法律第３号）抄

（森林環境譲与税） 

第二十七条 森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府

県に対して譲与するものとする。

（市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準） 

第二十八条 森林環境譲与税の十分の九に相当する額（以下この項において「市町村譲与額」

という。）は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の百分の五十五に相当す

る額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積（統計法（平成十九年法律第五十三

号）第二条第四項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果に

よる私有林かつ人工林の面積をいう。次項及び次条において同じ。）で、市町村譲与額の

百分の二十に相当する額を各市町村の林業就業者数（官報で公示された最近の国勢調査

の結果による各市町村において林業に就業する者の数をいう。）で、市町村譲与額の百分

の二十五に相当する額を各市町村の人口（官報で公示された最近の国勢調査の結果によ

る人口をいう。同条において同じ。）で按
あん

分して譲与するものとする。

２ 前項の各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積については、各市町村の林野率

（統計法第二条第四項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結

果による林野率をいう。）に基づき、総務省令で定めるところにより補正するものとする。 

（都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準） 

第二十九条 森林環境譲与税の十分の一に相当する額（以下この条において「都道府県譲与

額」という。）は、都道府県に対して譲与するものとし、都道府県譲与額の百分の五十五

に相当する額を各都道府県の区域内の各市町村に係る私有林人工林の面積を合算した面

積で、都道府県譲与額の百分の二十に相当する額を各都道府県の林業就業者数（官報で公

示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数をい

う。）で、都道府県譲与額の百分の二十五に相当する額を各都道府県の人口で按分して譲

与するものとする。

（譲与時期及び各譲与時期の譲与額） 

第三十条 森林環境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二十八条第一

項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の九に

相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げ

る額の十分の一に相当する額を譲与する。



譲 与 時

期 

各譲与時期に譲与すべき額 

九月 当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納

に係る森林環境税の収入額に相当する額 

三月 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間

の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額 

２ 前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該

譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額

を、当該譲与時期以後の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものと

する。 

（地方財政審議会の意見の聴取） 

第三十三条 総務大臣は、第二十八条第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改

廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき森林環境譲与税を譲

与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

（森林環境譲与税の使途） 

第三十四条 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費

用に充てなければならない。 

一 森林の整備に関する施策 

二 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及

啓発、木材の利用（脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用

の促進に関する法律（平成二十二年法律第三十六号）第二条第三項に規定する木材の利

用をいう。）の促進その他の森林の整備の促進に関する施策 

２ 都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充

てなければならない。 

一 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の支援に関する施

策 

二 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第一号に掲げる施策の円滑な実施に

資するための同号に掲げる施策 

三 前項第二号に掲げる施策 

３ 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議

会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、イン



ターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

○ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則（平成31年総務省令

第40号） 

（法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定） 

第一条の二 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（以下「法」という。）第二十八

条第一項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積（以下この条、次条、

第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。）は、農林業センサス規

則（昭和四十四年農林省令第三十九号）により調査した令和二年二月一日現在における私

有林かつ人工林の面積とする。ただし、当該私有林人工林の面積が公表された後において

市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に

係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市

町村の私有林人工林の面積から減じたものとして総務大臣が定める私有林人工林の面積

とすることができる。

（法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正） 

第一条の三 私有林人工林の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村（特別区を含む。以下同

じ。）の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

市町村の区分 率

農林業センサス規則により調査した令和二年二月一日

現在における当該市町村の区域に係る林野率（次項に

おいて「林野率」という。）が百分の七十五以上百分の

八十五未満であるもの

一・三

林野率が百分の八十五以上であるもの 一・五
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